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行政処分に関するお知らせ 

 
当社子会社である株式会社メディビック（以下「メディビック社」という。）は、平成 28年２

月 29日付けで、以下のとおり、東京都から営業停止処分を受けましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 
 

１． 処分を受けるに至った経緯 

当社は、平成 27年２月 13日に開示の「子会社の固定資産の譲渡に関するお知らせ」にてお知

らせした当社連結子会社の固定資産譲渡につき、メディビック社に対し東京都より建設業法第

３条１項の規程に違反し、建設業法施行令第１条の２に定める金額以上の建設業を請け負った

として、建設業法第 28条第２項第２号に該当するとの指摘を受け、メディビック社が行政処

分を受けることとなりました。 

 

 

２． 処分の内容 

  平成 28年３月７日より３日間の建設業の営業停止 

 

 

３． 当社の見解 

当社と致しましては、今回の行政処分は不当であると認識しております。もっとも、これに対

する行政不服審査手続を含めた法的手続に関しましては、今回の行政処分の内容が当社業務と

は関係ない建設業の営業停止（３日間）であることや予測される費用等を踏まえて検討中です。 

 

 

４．今後の見通し 

  当社の業績に与える影響はございません。 

 

 

以上 


